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 第４部 復旧・復興計画  

 

第１章 震災復旧・復興事業の推進 

 

第１節 震災復旧・復興事業推進のための基本方針              
 

１ 災害復旧・復興への移行 

本部長（市長）は、応急対策の見通しが立ち、初期の混乱が収束した段階において、

災害復旧・復興方針及び体制等を決定する。 

 

２ 復旧・復興事業推進のための基本方針 

復旧・復興事業の推進にあたっては、市民生活及び経済活動の早期回復を目指すと

ともに、より一層災害に強いまちづくりの推進を図るため、各対策部は次の項目を考

慮・反映した事業を実施する。 

項 目 概  要 

激甚法の適用 

激甚災害が発生した場合には、「第２節 激甚災害の指定」に基づき県

と連携し、災害状況の調査により実情を把握し、早期に「激甚災害に

対処するための特別の財政援助等に関する法律」(以下、激甚法)の指

定を受け、災害復旧事業が迅速かつ円滑に実施できるよう措置する。 

事業推進の 

ための体制 

○各対策部が連携した全庁横断的な実施体制を構築する。 

○必要に応じて、物資・資材の調達、専門職員の配備等について関

係機関に応援を求め、復旧復興体制の強化を図る。 

計画性を持っ

た推進 

○都市計画マスタープラン等の関連計画との整合性を図る。 

○復旧・復興事業の推進にあたっては、被災施設の重要度や被災状

況等を検討し、事業の優先順位を定める。 

○「大規模災害からの復興に関する法律」に基づき国が復興基本方

針や県が都道府県復興方針を示した場合については、同方針及び

関連法令等に基づき事業を迅速に実施する。 

市民との協働 
被災地住民からの意見聴取と方針に関する住民説明を実施し合意

形成を得る。 
 

 

第２節 激甚災害の指定                          

 

１ 激甚災害の指定手続き 

激甚法は、著しい激甚災害が発生した場合における地方公共団体の経費負担の適正

化及び罹災者の復興意欲を高めることを目的としたものである。 

指定にあたっては、県が施設等の被害額、復旧事業に要する負担額、その他激甚法

に定める必要な事項を調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるよう措置を講じる

ので、財務対策部及び関係対策部は連携を図り、県が行う激甚災害に関する調査など

について協力する。 
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＜激甚災害指定の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

※「激甚災害」には、地域を特定せず災害そのものを指定する「激甚災害指定基準による指定（本激）」と 

市町村単位で災害指定を行う「局地激甚災害指定基準による指定（局激）」の２種類がある。 

 

２ 激甚災害にかかる財政援助の種類 

財務対策部は、激甚災害の指定を受けたときは、特別財政援助額の交付にかかわる

調書を作成し、県の関係部局に提出する。 

なお、激甚法による特別の財政援助及び助成等の種類は、次のとおりである。 

  

a. 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 

・ 公共土木施設災害復旧事業及び公共土木施設災害関連事業 

・ 公立学校施設災害復旧事業 

・ 公営住宅施設災害関連事業 

・ 生活保護施設災害復旧事業 

・ 児童福祉施設災害復旧事業 

・ 幼保連携型認定こども園及びみなし幼保連携型認定こども園災害復旧事業 

・ 老人福祉施設災害復旧事業 

・ 身体障害者更生援護施設災害復旧事業 

・ 知的障害者援護施設災害復旧事業 

・ 婦人保護施設災害復旧事業 

・ 感染症予防施設災害復旧事業 

・ 感染症予防事業 

・ 特定私立幼稚園災害復旧事業 

・ 堆積土砂排除事業 

・ 湛水排除事業 

 

b. 農林水産業に関する特別の助成 

・ 農地等の災害復旧事業に係る補助の特別措置 

・ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 

・ 開拓者等の施設災害復旧事業に対する補助 

・ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例 

・ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助 

・ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 

・ 共同利用小型漁船の建造費の補助 

・ 森林災害復旧事業に対する補助 
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c.中小企業に関する特別の助成 

・ 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 

・ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助 

 

d.その他の特別財政援助及び助成 

・ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 

・ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 

・ 市が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 

・ 母子及び寡婦福祉法による国の貸付けの特例 

・ 水防資材費の補助に関する特例 

・ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 

・ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 

・ 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例 

 

 

第３節 震災復旧の推進                          

 

各対策部は、道路や公園、ライフライン施設、河川・海岸等の都市基盤施設の復旧

にあたっては、被災施設の原形復旧を基本としながら、再度の災害による被害を防止

するため、必要な改良事業を積極的に取り入れて施行する。 

 

１ 被害状況の調査と災害復旧の体制整備 

災害が発生した場合、各所管施設について被害状況を速やかに調査し、緊急に災害

査定が行われるよう対処するとともに、災害復旧の迅速な実施が図れるよう、必要な

職員の配備、応援、派遣等の体制の整備に努める。 

 

２ 災害復旧事業計画 

各種施設の災害復旧計画は、被災原因となった自然的、社会的諸要因について検討

し、総合的な見地において策定し、緊急度の高いものから直ちに復旧に当たり、速や

かに完了するよう施行の促進を図る。 

なお、国又は県が費用の全部又は一部を負担又は補助するものについては、復旧事

業費の決定及び決定を受けるための査定計画を立て、査定を速やかに実施する。 

 

３ 災害復旧事業の促進 

災害復旧事業の決定したものについては、速やかに実施できるよう措置し、復旧事

業の実施効果をあげるように努める。 
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第４節 震災復興の推進                          

 

災害復興については、平常時から進めるまちづくり計画を活かしながら、被害状況を的

確に計画・事業に反映できるように被害状況の早期把握に努めるとともに、被害状況や基

盤整備状況などの地域特性に応じた復興計画を策定し、速やかな事業の実現を図る。 

なお、事業の実施にあたっては、必要に応じて関連諸制度を活用しながら、良好な

市街地の形成と都市機能の更新を図る。 

 

１ 災害復興の流れ 

項 目 概  要 

復興体制の確立 

１ 震災復興基本指針及び震災復興基本計画を策定する

震災復興推進会議の設置 

２ 復興基本指針及び復興基本計画等を審議・検討、答

申を行う諮問機関の設置 

３ 各復興事業調整のための分野別調整会議の設置 

４ 震災復興推進体制の構築(他機関への応援要請等) 

５ 復興促進・誘導地区、重点復興地域指定の検討 

６ 建築基準法に基づく建築制限の検討 

復興基本指針の策定 

１ 震災復興基本方針の策定、周知及び意見聴取 

２ 震災復興基本計画の策定着手 

３ 復興推進・誘導区域、重点復興地域指定の調整 

４ 建築基準法に基づく建築制限の実施 

５ 条例制定に関する検討開始 

復興基本計画の策定 
１ 震災復興基本計画(案)の策定及び意見聴取 

２ 震災復興基本計画の決定及び公表、周知 

分野別復興計画等の 

策定及び事業推進 

１ 分野別復興計画(案)の策定及び意見聴取 

２ 分野別復興計画の決定 

３ 事業推進にあたっての住民・事業所等の合意形成 

 

２ 震災復興推進体制の整備 

本部長（市長）は、震災により重大な被害を受けた場合において、都市の復興、被

災者の生活再建、地域経済の復興等の事業を、各対策部が連携しつつ、長期的な視点

でかつ計画的に実行するために、被災後１週間を目安として、災害対策本部において

震災復興推進会議を設置する。 



【地震災害】第４部 復旧・復興計画－191 

 

（１）震災復興推進会議の運営 

本部長（市長）は、震災復興基本指針及び震災復興基本計画の策定等を決定、また、

震災復興事業の調整等を行うため、必要に応じて震災復興推進会議を開催する。 

なお、震災復興推進会議は、災害対策本部員をもって構成するものとする。 

 

（２）諮問機関等の設置及び運用 

本部長（市長）は、震災復興推進会議を経て策定される震災復興基本指針及び震災

復興基本計画等について、審議・検討、答申を行うため、必要に応じて関係機関、学

識経験者、市民等からなる諮問機関を設置する。 

 

（３）分野別調整会議の開催 

総合対策部は、必要に応じて各復興事業調整のための分野別調整会議を設置し、各

対策部間での課題を効率的かつ合理的に解決する。 

 

（４）関係機関との連携 

関係対策部は、市町村その他行政機関等が実施する復興事業の整合を図るために神

奈川県が設置する連絡協議会に参加するなど、震災復興事業等の実施にあたって、県

や国、その他関係機関との連携を図る。 

 

 

第５節 復旧・復興推進のための調査                    

 

総合対策部は、震災による復旧・復興事業を推進するため、被害状況を的確に把握

し計画・事業に反映する。 

 

１ 復旧・復興事業推進のための調査・把握項目 

復旧・復興事業推進のため、関係機関と連携し下表に例示する事業推進に必要な調

査等を実施する。 

区 分 概  要 

被災者等に 

関する調査 

○被害家屋調査 

○応急住宅の必要数と対象地域 

○要配慮者に関する福祉需要調査 

○市街地再開発事業や土地区画整理事業等での住宅や用地の必

要量を把握するための生活再建に関する被災者意識調査 

○緊急経済対策及び地域経済復興策検討のための業種別、規模

別被害額調査 

○産業基盤施設の被災状況や事業者の物的被害状況、事業停止

期間の把握、取引状況の調査 

○農地、農林水産施設等の被害 
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区 分 概  要 

施設に関する

調査 

○公共施設(公園、緑地、道路、橋りょう、トンネル、河川施設、

上下水道、清掃施設等)に関する被害 

○公共建物、学校、文教施設等に関する被害 

○電気、ガス、水道等ライフラインに関する被害 

○鉄道等、交通機関に関する被害 

○病院、社会福祉施設に関する被害 

○港湾・漁港施設、海岸保全施設に関する被害 

その他調査 

○がけ崩れ等の土砂災害による被害 

○災害廃棄物の発生量 

○山腹崩壊等の森林及び治山施設に関する被害 

○船舶に関する被害 

○田畑に関する被害 

 

２ 復興の進捗状況のモニタリング 

各対策部は、住宅、都市基盤、地域経済などの復興状況や被災者の生活再建の度合

い、失業率、将来への意向等について、復興の状況に応じて適時的確に調査すること

で、市域全体の復興の進捗状況を把握し、必要に応じて復興対策及び復興事業の修正

を行う。 
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第２章 復興基本指針等の策定 

 

第１節 復興基本指針の策定                        

 

１ 震災復興基本指針の策定 

震災復興基本計画を策定するにあたっては、被災市街地の状況、建築制限の適用状

況や課題を明らかにし、被災市民が復興への意欲を持ち共感が持てるようなビジョン

を明確にする必要がある。 

そのため、生活再建、市街地復興、都市復興、地域経済の復興などの要素のバラン

スを取りつつ、住民の立場に立って、生活の再建を第一とするとともに、市総合計画

や都市計画基本方針など関連計画との整合を図った基本指針を策定する。 

 

２ 復興計画等の概念図 

震災復興基本指針をはじめとする復興計画等の概念図を次に示す。 

 

      震災復興基本指針     

               

      震災復興基本計画     

               

分 野 別 復 興 計 画 

 都市復興方針  産業復興方針(策定例)  住宅復興方針(策定例)  

           

 都市復興計画  産業復興計画(策定例)  住宅復興計画(策定例)  

        

        

地区復興まちづくり計画     

 

 

第２節 復興基本計画の策定                        

 

復興では、被災者の生活再建を支援し、都市施設のより一層の安全性向上を図ると

ともに、地域復興のための基礎的な条件づくりを行うことが必要とされる。 

また、復興施策や復興事業は広範な分野にわたり、内容も複雑多岐に及ぶので、多

くの復興施策や復興事業のうち、何を優先して実行していくのかを明確に示す必要が

ある。 

 

１ 震災復興基本計画の策定 

震災復興基本指針、分野別復興計画の検討結果を踏まえ、震災復興基本計画(案)を

策定する。 

策定された震災復興基本計画(案)については、市民、関係機関、関係団体等の意見

を聞きつつ、被災後６ヶ月を目標に震災復興基本計画を策定する。 
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２ 震災復興基本計画の項目例 

震災復興基本計画において規定する事項の具体例は、次のとおりとする。 

区 分 概  要 

震災復興基本 

計画の項目例 

○復興に関する基本理念 

○復興の基本目標、方向性 

○復興の目標年 

○復興計画の対象地域 

○分野別の復興施策の体系 

○復興施策や復興事業の事業推進方策、優先順位 

○その他復興事業の実施に関する必要な事項 

 

３ 震災復興基本計画の公表 

震災復興基本計画策定後は、市民と協働・連携して復興対策を推進するため、新聞、

ラジオ、テレビ、インターネット、市広報紙等により復興施策を具体的に公表する。 

 

 

第３節 分野別復興計画の策定                        

 

生活再建、住宅復興、都市復興、産業復興など、被害状況に応じて、個別に具体的

な事業計画の策定が必要な分野については、全体にかかる震災復興基本計画と並行し

て、分野別復興計画を策定する。 

 

１ 分野別復興方針及び分野別復興計画の検討 

各対策部は、震災復興基本指針に基づき、分野別復興方針を策定する検討を行い、

震災復興推進会議内の分野別調整会議において、分野別復興計画の策定に向けて必要

な検討を行う。 

 

２ 分野別復興計画の策定 

各対策部は、分野別調整会議の検討結果を踏まえつつ、震災復興基本計画との整合

を図りながら、分野別復興計画(案)を策定する。 

策定した分野別復興計画(案)については、市民、関係機関、関係団体等からの意見

を聴取した後に、分野別復興計画として策定する。 
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第３章 復旧・復興財源の確保 

 

第１節 財政需要見込額の算定                        

 

応急・復旧事業、復興事業にかかる財政需要見込みは、震災後の予算措置、財源対

策、さらに国等への各種要望、激甚災害適用の前提となる基礎資料であるため、被害

状況の把握と対応策の検討と同時に需要見込額の算定を行う。 

 

１ 応急・復旧事業にかかる財政需要見込額の算定 

財務対策部は、緊急を要する応急・復旧事業に関する事業概要及び財政需要見込額

について、各対策部に照会・集約し、災害対策本部員会議に報告する。 

 

２ 復興事業にかかる財政需要見込額の算定と見直し 

財務対策部は、復興事業に関する事業概要及び財政需要見込額について、各対策部

に照会・集約し、震災復興推進会議に報告する。 

また、以後、復興事業の進捗状況に応じて、財政需要見込額の見直しを行う。 

 

 

第２節 財源確保対策                           

 

復旧・復興対策に関する財源は、市自らが確保するものと、国へ要望することによ

り確保するものがあり、具体的には、自主財源の確保、市債の発行、地方交付税、国

庫補助金、復興交付金等によるものがある。 

 

１ 自らの取り組みによる財源の確保 

財務対策部は、財政調整基金等の活用や他の事業の抑制等により自主財源の確保を

図るとともに、財政需要見込額の照会とあわせて災害復旧事業債の起債所要額をとり

まとめ、起債協議等の手続きを行う。 

 

２ 特例措置の要望 

財務対策部は、本市において大規模な震災が発生した場合には、復旧・復興のため

の国庫補助金や復興交付金、地方交付税の繰り上げ交付など、速やかな財政措置が図

られるよう、県を通じて国に強く働きかけ、財源の確保に努める。 

 

３ 公共施設の被災にかかる財政援助 

公共施設が災害により被害を受けた場合の災害復旧事業について、一定の要件に該

当するものは、国が経費の一部を負担又は補助する制度が下表とおり設けられている。 
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事業名（根拠） 対象施設等 所管省庁 

公共土木施設災害復旧事業 

（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法）

河川 国土交通省 

海岸 国土交通省 

砂防設備 国土交通省 

林地荒廃防止施設 農林水産省 

地すべり防止施設 国土交通省 

急傾斜地崩壊防止施設 国土交通省 

道路 国土交通省 

港湾 国土交通省 

漁港 農林水産省 

下水道施設 国土交通省 

公園施設 国土交通省 

上水道施設災害復旧事業 

（上水道施設災害復旧費及び簡易 

水道施設災害復旧費補助金交付要綱） 
上水道施設 厚生労働省 

農林水産業施設災害復旧事業 

（農林水産業施設災害復旧事業費 

国庫補助の暫定措置に関する法律） 

農地・農業用施設 

農林水産省 
林業用施設 

漁業用施設 

共同利用施設 

都市災害復旧事業 

（都市災害復旧事業国庫補助に 

関する基本方針） 

街路  

国土交通省 
都市排水施設等 

堆積土砂排除事業 

湛水排除事業 

公営住宅等災害復旧事業 

（公営住宅法） 

既設公営住宅 

災害公営住宅の建設 
国土交通省 

社会福祉施設災害復旧事業 

（社会福祉等施設災害復旧費等の 

国庫補助について） 

社会福祉施設 厚生労働省 

公立医療施設、病院等災害復旧事業 

（内閣府及び厚生労働省所管補助 

施設災害復旧費実地調査要領） 

医療施設等 厚生労働省 

廃棄物処理施設災害復旧事業 

（廃棄物処理施設災害復旧費補助金交付要綱） 
廃棄物処理施設 環境省 

公立学校施設災害復旧事業 

（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 
公立学校施設 文部科学省 

その他の災害復旧事業   
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４ その他災害復旧事業に必要な融資等のあっ旋 

（１）農林漁業災害資金 

経済対策部は、被災した農林漁業者又はその組織団体に対し、農林漁業生産力の維

持増進と経営安定化を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に

関する暫定措置法及び農林漁業金融公庫法により融通する。 

 

（２）中小企業復興資金 

経済対策部は、被災中小企業が早期に経営の安定が得られるよう、普通銀行、中小

企業金融公庫、商工組合中央金庫及び国民生活金融公庫が行う融資制度の周知及びあ

っ旋を行う。 
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第４章 市街地復興対策計画 

 

第１節 都市復興方針の策定                        

 

１ 都市復興方針の策定 

都市対策部は、各被災地区の状況、従前の都市基盤の整備状況、既定の計画等にお

ける位置づけ、関係者の意向などを踏まえ、広域的な視点から復興に向けた都市づく

りの目標や取組方針などを示す都市復興方針を、被災後２週間を目標に策定する。 

 

２ 都市復興方針の周知 

都市復興方針策定後は、地区復興まちづくり計画等の作成に向けた住民参加の環境

整備を図るため、広報紙、インターネット、マスメディア等により周知する。 

 

 

第２節 都市復興計画の策定                        

 

１ 都市復興計画の策定 

都市対策部は、都市復興方針を受け、震災復興基本計画(案)との整合を図りつつ、

市が主体的に整備する都市施設等の復興及び被災地の復興方針を定めた「横須賀市都

市復興計画(仮称)」を、被災後６ヶ月を目標に策定し公表する。 

 

２ 地区復興まちづくり計画の策定 

都市対策部は、復興対象地区ごとに地区復興まちづくり計画に関する説明会やワー

クショップなどを開催し、地区住民の参画を得て策定する。 

 

 

第３節 復興整備条例の検討・制定                     

 

秩序ある復興を促すため、必要に応じて復興整備条例を制定する。 

 

１ 復興整備条例の検討及び制定 

都市対策部は、復興整備条例の必要性について事前に検討を行い、必要があると判

断される場合は、事前の制定に努める。 

なお、施行時期については、被災状況の全体像が明らかとなる被災後１ヶ月を目安

とする。 
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２ 復興整備条例の構成内容 

復興整備条例において想定される構成内容は、次のとおりである。 

区 分 概  要 

復興整備条例の 

構成内容例 

○条例の目的 ○復興の理念 

○市・住民・事業者の責務 

○復興対象地区の指定と整備手法 

○適用期間 

 

３ 地区の設定と整備方法 

（１）地区区分の設定 

被災地の被害状況、基本計画及び都市計画等の既定計画における位置づけ、都市基

盤の整備状況などを根拠に、重点復興地区、復興促進・誘導地区、一般地区を次の定

義に基づき分類する。 

地区区分 定  義 

重点復興地区 

比較的広い範囲で面的に被災し、かつ既定計画における位

置づけが高く、都市基盤整備を促進することが必要な地区

で、重点的かつ緊急にまちづくりを行うことが適切と考え

られる地区。 

復興促進・誘導地区 

基本的には被害が散在しているが、ある程度の面的被害が

混在し、かつ都市基盤整備が必ずしも十分なされていない

地区で、既定計画の位置づけもあり、計画的なまちづくり

により復興を進めることが適切と考えられる地区。 

又は被害が散在的に見られるが、既定計画による都市基盤

整備が概ね完了しており、自力再建による復興を誘導する

ことが適切と考えられる地区。 

一般地区 ほとんど被害がない地区。 

 

（２）地区区分判定基準の作成 

復興地区の区分判定のための判定基準を、下表を参考に作成する。 

地区の現況 被害状況 

基盤整備状況と 

既定計画位置づけ 
面的被害 

点的被害 

一部面的被害 
点的被害のみ ほぼ無被害 

都市基盤未整備で 

計画あり･優先的地区 
重点復興地区 重点復興地区 

復興促進･ 

誘導地区 
一般地区 

都市基盤未整備で 

計画なし 
重点復興地区 

復興促進･ 

誘導地区 

復興促進･ 

誘導地区 
一般地区 

都市基盤整備済みで 

計画なし 

復興促進･ 

誘導地区 

復興促進･ 

誘導地区 

復興促進･ 

誘導地区 
一般地区 

※「都市基盤未整備」とは、道路・公園等の都市施設、急傾斜地崩壊対策施設等が、本市が 

目標とする整備水準に比べ低い地区をいう。 
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（３）各復興対象地区と整備手法の検討と実施 

  復興対象地区ごとに、土地区画整理事業などの整備手法を検討し実施する。 

地区区分 建築制限等 市街地整備手法 

重点復興地区 

Ａ:建築基準法第 84 条による建築制限 

Ｂ:建築基準法第 84 条により建築制限

を実施し、引き続き被災市街地復興

特別措置法による被災市街地復興推

進地域の都市計画決定を行うことに

よって同法による建築制限へと移行

する 

○法定事業 

・土地区画整理事業 

・市街地再開発事業 

 

○地区計画等 

復興促進・誘導 

地区 

Ｃ:条例による建築行為の届出を義務付

ける 

Ｄ:建築制限等を行わない 

※住民の間で法定事業に対する機運

が高まった場合には、被災市街地復

興特別措置法による地区指定(建築

制限)を行い法定事業による復興を

行う場合もある。 

○自力再建 

 

○任意事業 

・優良建築物等整備事

業 

・街なみ環境整備事業 

 

 

第４節 建築制限の実施                          

 

１ 建築制限の実施 

（１）短期制限型 

都市対策部は、建築基準法第 84 条に基づき、被災後２週間以内に建築制限区域を指

定し、被災後２ヶ月を超えない範囲において、当該区域内の建築制限を行う。 

 

（２）長期制限型 

都市対策部は、必要に応じて被災市街地復興特別措置法第５条に基づき、県知事と

の協議のもと、速やかに都市計画に「被災市街地復興推進地域」を定め、２年以内に

同法第７条に基づき、当該地域内の建築制限及び建築指導を行う。 

 

２ 建築相談への対応 

都市対策部は、建築制限区域を指定し、又は被災市街地復興推進地域を定め、これ

を公表した場合には、住民への情報提供を適切に行い、円滑な市街地復興を図るため、

相談窓口を設置する。 
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第５章 生活再建支援対策計画 

 

第１節 住宅対策                             

 

１ 持ち家の再建支援 

住宅再建の原則である被災者による自力再建を促すため、次のとおり実施する。 

項 目 定  義 

自力再建の促進 

○金融機関等への融資要請、各種融資制度利用者への利子補

給などを関係機関等との連携により実施する。 

○県等と協議のもと、既存制度の弾力的運用などの対応策を

検討する。 

○応急住宅関連の相談、申請を受付ける住宅専門相談窓口を

各行政センター等に設置する。 

 

２ マンション等の再建支援 

都市対策部は、被災したマンションの建て替えや修繕を支援するため、県との協力

により、優良建築物等整備事業の活用をあっ旋する他、コーディネーターの派遣等に

よる住民合意形成などの活動支援、利子補給等によるマンション等の再建支援に努め

るものとする。 

 

３ 災害公営住宅の整備 

都市対策部は、自力での住宅の再建・取得が長期的な視点で困難と認められる者が

多く、民間賃貸住宅の利用等によっても恒久住宅に不足が生じる場合は、災害公営住

宅の整備を検討する。 

災害公営住宅の整備に際しては、必要な住宅の推計、建設候補地の検討、地域特性

の考慮などの必要な対応を行い、復興計画に盛り込む。 

 

４ 民間賃貸住宅への入居支援 

都市対策部は、県が提供する民間賃貸住宅の空き家情報を震災時避難所や行政セン

ター等で情報提供することで、民間賃貸住宅への入居を促進する他、民間賃貸住宅の

家賃負担を軽減する制度を検討する。 

 

５ 家屋等の解体の実施 

地震等により倒壊した家屋等の解体は所有者の責任で行うことになるが、特例的に

倒壊家屋の解体について国の災害廃棄物処理事業の対象となった場合、資源循環対策

部は次により実施する。 

（１）受付窓口の開設等 

住家被害の発生状況、国の補助施策の動向などを踏まえ、撤去等の処理に関する処

理実施計画を定め、解体撤去に係る体制を整える。 

また、都市対策部と連携し撤去等申請の受付け窓口を設置するとともに、申請方法

等について広報を行う。 
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（２）撤去等の実施にあたる業者との連携等 

損壊家屋の撤去等にあたり廃棄物の適正処理が行われるよう選定事業者に指導を行

うとともに、所有者との調整を図る。 

 

 ＜家屋等の解体撤去の実施の流れ＞  

住民への広報及び解体撤去の申請受付  解体事業者への発注 

   

現地確認調査  解体撤去作業の実施 

   

処理優先順位の評価  運搬・処理 

   

申請者との解体撤去日程等の調整   

 

 

第２節 被災者の経済的再建支援                      

 

１ 被災者生活再建支援金の支給 

地区対策部は、被災者支援窓口において、被災者生活再建支援法に基づく支援金支

給申請の受付を行う。 

被災世帯からの申請書類等は、総合対策部がとりまとめて県へ送付する。 

 

２ 災害援護資金の貸付 

地区対策部は、被災者支援窓口において、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づ

く災害援護資金の貸付申請の受付を行う。 

被災世帯からの申請書類等は、総合対策部がとりまとめ、地区対策部の協力のもと

に支給を行う。 

 

３ 災害見舞金等の支給 

地区対策部は、被災者支援窓口において、災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく

災害弔慰金及び災害障害見舞金、また、市独自の災害見舞金の支給申請の受付を行う。 

被災世帯からの申請書類等は、総合対策部がとりまとめ、地区対策部の協力のもと

に支給を行う。 

 

４ 義援金等の受付・配分 

（１）義援金、義援物資の受付 

区 分 概  要 

義援金、義援物資 

の募集 

総合対策部は、被災者に対する義援金等を募集する場合は、

関係機関と協力して募集方法及び期間、広報の方法等を定め

て募集を行う。 

義援金の受入口座 

の開設 

総務対策部は、銀行振込等により送付される義援金を受け入

れるため、金融機関等と調整し受付口座を開設する。 
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区 分 概  要 

義援金等募集の

広報 

○総合対策部は、義援金及び義援物資に関する要請をホームペ

ージ等で発信する。 

○募集にあたっては、被災者が必要とする物資を募集するととも

に、個人からの援助の志は義援金により行うよう広報する。 

物資の需給状況の 

把握 

総合対策部は、県等からの義援物資の配分を適正に受付ける

ため、震災時避難所からの物資の需給状況を随時把握し、必

要物資を県へ要請する。 

 

（２）義援金、義援物資の分配 

区 分 概  要 

義援金の分配 

総合対策部は義援金を分配するため、義援金を送付した関係

機関と、分配基準や分配方法、被災者等に対する伝達方法な

ど必要に応じて委員会を設置し協議する。 

義援物資の分配 
総合対策部は、義援物資の種類・数量及び被災状況を考慮し

て、一般救援物資と同等に分配する。 

 

５ 生活保護 

福祉こども対策部は、すでに生活保護を受けている世帯や、被災による生活環境の

変化から発生する新たな要保護者に対する相談、支援等を適切に行うほか、積極的に

要保護者の発見・把握に努める。 

 

６ 税の減免等 

税務対策部は、市税条例もしくは総務省通知等に基づき、納付及び申告期限等の延

長、徴収猶予、減免等の納税緩和措置を被災の実態に応じて実施する。 

 

７ 社会保険関連の支援 

福祉こども対策部は、被災者に対する国民健康保険、介護保険など社会保険関連の

特例措置を実施する。 

 

 

第３節 雇用対策                             

 

１ 雇用対策の実施 

経済対策部は、国・県との連携のもと、雇用状況の把握、雇用維持の要請等、被災

者の雇用確保に関する対策を進める。 

 

２ 国への要望事項のとりまとめ 

経済対策部は、雇用状況の把握から、国等への要望事項を検討し、必要に応じて県

と連携して国へ要請を行う。 
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第４節 精神的支援                            

 

１ 相談室等の設置 

健康対策部は、必要に応じて県等からの協力を得て精神ケア専門家を確保し、相談

室の設置もしくは電話相談窓口の設置を行う。 

 

２ 訪問相談等の実施 

健康対策部は、巡回相談チームを編成し、応急仮設住宅等への訪問相談を実施する。 

 

３ その他のこころのケア事業の実施 

関係対策部は、児童相談所における相談、スクールカウンセラー等の学校巡回相談、

保育園等における遊び場の確保、職員に対する相談、啓発冊子の配布などのこころの

ケア事業を必要に応じて実施する。 

 

 

第５節 要配慮者対策                           

 

１ 高齢者、障害者等への支援 

（１）要配慮者の被災状況等の把握 

福祉こども対策部は、高齢者、障害者等の要配慮者の状況と介護ニーズの把握を行

い、その内容を県に報告する。 

 

（２）情報提供の実施 

福祉こども対策部は、指定居宅サービス事業者の被災状況や稼動状況を確認し、被

災者に対して福祉サービスの提供に関する情報提供を行うほか、相談体制を充実させ

る。 

 

（３）福祉サービス等の提供要請 

福祉こども対策部は、高齢者、障害者等の要配慮者の介護ニーズに応じて、在宅サ

ービスの提供及び緊急受入れが可能な入所施設等への受入れ等を要請する。 

 

２ 外国人被災者への支援 

総合対策部は、外国人のために多言語化や理解しやすい表現での情報提供を行うほ

か、必要に応じて事前に国際交流協会等に登録されている通訳協力者等や外国語ボラ

ンティア等の協力を得て、相談や支援を実施する。 

 
 

第６節 医療・社会福祉施設の復興                     

 

１ 市立病院の機能回復 

健康対策部は、市立病院の被災状況、地域の医療需要及び医療機関の再開状況に応

じて応急復旧工事計画を作成し、順次復旧工事を行い病院の機能回復を進める。 
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２ 民間医療機関の機能回復 

健康対策部は、民間医療機関の被災状況や再開状況を随時把握し、地域医療救護所

を縮小するなど、災害時医療体制から平常時の医療体制の移行を促進し、その状況を

県に報告する。 

 

３ 社会福祉施設の再建支援 

関係対策部は、社会福祉施設の被災状況等の調査に基づき、民間施設については、

国や県等が実施する再建支援策の情報提供を随時行うことで再建を促進し、市立施設

については、被害程度に応じて復旧・再建計画を策定し工事を実施する。 

また、県と協力のもと、増大する福祉ニーズに対応できるよう民間施設に対して必

要な支援を行う。 

 

 

第７節 文化・社会教育施設等の復興                    

 

１ 文化・社会教育施設等の再建 

関係対策部は、所管施設の被害状況を把握し、被害状況や災害応急施設としての利

用状況に応じて復旧・再建計画を策定し再建を図る。 

 

２ 博物館・美術館の収蔵品の管理 

教育対策部は、施設の被災により、収蔵品の保管機能が失われた場合には、仮保管

場所の確保に努める他、収蔵品が破損した場合は修復計画を策定する。 

 

３ 文化財の復旧支援 

教育対策部は、指定文化財の被害状況の把握を行い、県に報告する他、被災文化財

の復旧を図るため、国、県と連携して対策を進める。 

 

 

第８節 復興広報及び被災者支援窓口                    

 

１ 復興関連情報の提供 

総合対策部は、関係対策部と連携し、広報紙やチラシ、ホームページ、マスメディ

アなどを活用し、復興に関する市の方針や具体的な施策に係る情報の他、被災地域の

生活関連情報などを整理し、迅速かつ的確に提供する。 

 

２ 被災者支援窓口の運用 

被災者支援窓口での業務は、時間経過に応じて申請、相談等の内容が変化する。 

そのため、地域支援対策部及び地区対策部は、支援実務を担当する各対策部や総合

対策部と連携し、応援要員の配置や手続き円滑化を図るほか、関係機関の窓口も併設

するなど状況に応じた対応を行う。 

また、電話での相談体制についても、コールセンターを問い合わせ窓口として有効

に活用しつつ、相談体制の充実を図る。 
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第６章 地域経済復興支援対策計画 

 

第１節 産業復興方針の策定等                       

 

１ 産業復興方針の策定 

経済対策部は、神奈川県が策定する産業復興方針に基づき、本市の被害状況に応じ

て産業復興方針を策定する。 

 

２ 産業復興支援策の実施 

経済対策部は、事業者に対する相談体制の整備、イベント等の活用、復興需要の地

元企業への誘導、新規進出企業の誘致、新たな支援策の検討などを行い、被災地にお

ける産業復興を促進する。 

 

 

第２節 金融・財政面での支援                       

 

１ 融資制度の周知・あっ旋等 

経済対策部は、被災中小企業が早期に経営の安定が得られるよう、㈱日本政策金融

公庫、㈱商工組合中央金庫が行う融資制度の周知・あっ旋を行うとともに、地域の金

融機関に対して、中小企業向け融資の配慮について協力を求める。 

 

２ 税の減免等 

税務対策部は、被災事業者に対し、被害の程度に応じて、税の申告期限等の延長、

徴収・納付猶予、減免などの納税緩和措置を実施する。 

 

 

第３節 事業再建の促進                          

 

１ 仮設賃貸店舗の提供 

経済対策部は、店舗等の被災により、事業再開が困難となっている事業者に対して、

仮設賃貸店舗の必要性や可能性を検討し、必要に応じて仮設賃貸店舗の建設及び提供

を実施する。 

 

２ 店舗・工場等の再建支援 

経済対策部は、自ら店舗・工場等を再建しようとする事業者や仮設店舗・工場等を

建設しようとする事業者に対して、必要に応じて相談等を実施する他、県や業界団体

と協力して、資金面の支援を実施する。 
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３ 民間賃貸店舗・工場等の情報提供 

経済対策部は、業界団体と協力し、民間賃貸店舗・工場の情報を収集し、相談窓口

やホームページ等で情報提供を行う。 

 

４ 復興需要の誘導 

関係対策部は、市が事業主体として行う復興事業においては、入札への参加資格に

おける被災地内事業者の優遇等を行い、復興需要を地元に誘導することに配慮する。 

 

 

第４節 農林水産業者に対する支援                     

 

１ 融資制度等の活用 

（１）事業者への融資 

経済対策部及び建設対策部は、市の利子補給制度や金融機関の融資制度など、既存

の融資制度を周知することや、必要に応じて新たな融資制度を検討するなど、被災し

た農林水産業者の復興を財政面で支援する。 

 

（２）農林漁業災害資金 

経済対策部は、被災した農林漁業者又はその組織団体に対し、生産力の維持増進と

経営安定化を図るため、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫

定措置法」に基づく利子補給及び損失補償を実施する。 

 

２ 復興需要の誘導 

経済対策部は、復興過程における農林水産物の調達に関しては被災地内からの積極

的な調達を行うなど、被災地内農林水産業者の優遇等を行い、復興需要を地元に誘導

することに配慮する。 
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